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第２７回農薬専門調査会総合評価第一部会（非公開）議事概要

■第２７回農薬専門調査会総合評価第一部会（非公開）■

日時：平成２０年１１月４日（火）　１４：００ ～ １５：５６

場所：食品安全委員会　中会議室

議事概要：

１）ジメテナミド

・審議の結果、０．０３８ｍｇ／ｋｇ体重／日を一日摂取許容量（ＡＤＩ）とし、評価書（案）を一部修正の上、農薬専門調査会幹事

会に報告することとなった。

＜参考＞

１）除草剤で、キャベツ、だいず等に登録があり、ポジティブリスト制度導入に伴う残留基準（いわゆる暫定基準）が設定されて

います。

光学異性体であるジメテナミドＰに関して、キャベツ、えだまめ等への新規農薬登録申請がされています。
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